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新型コロナウイルス感染防止に関する交通事業者の取り組みについて（紹介）

①車両に関する取り組みついて

南海バスHPより

【運転席のフィルムシート】

・保有する全車両に抗ウィルス・抗菌加工を実施。

１．施行対象　座席・吊手・手摺・窓など車内全般に噴霧

２．抗ウィルス・抗菌加工済みステッカー（２種類）を車内に貼り付け

・車庫の出庫前、出庫後にバス車内のアルコール消毒を毎日実施

・運転席回りに感染防止の仕切りカーテンの設置

・全車両の運転席に透明フィルムシートを設置

・ドライバー席のシート　後ろの座席外し

・運転席後部座席及び左側最前列座席の使用の制限

・手すり、つり革等に抗菌、抗ウイルス施工を実施

・運行時は窓開けを実施

・運行時、一部の窓を開放（窓を全て閉めた状態でも、扉の開閉や車内換気装置等で車内の換気が行われる。）

・換気装置による車内の空気入れ替を実施

・走行中の窓開けによる定期的な換気の徹底

・消毒液を使用し、車内の除菌の徹底

・ウイルスの不活化及び除菌効果が期待できる「低濃度オゾン発生器」を車内に設置

・防護板による運転席と後部座席の隔たりを設置

バス会社

タクシー会社

電鉄会社
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②乗務員に関する取り組みついて

・出勤前に乗務員・駅係員は自宅での検温実施。

・出勤時に非接触型の検温器で検温し、37.5℃以上であれば接触型検温器で再検温。

・平熱であっても体調不良の場合は必ず申告するよう指示。

・ＰＣＲ検査受検する者が家族若しくは濃厚接触者と認定された者は自宅待機を指示。

電鉄会社

・出勤時の検温と体調確認を実施

・発熱や咳・咽頭痛等の症状がある場合は乗務停止

・マスクの着用

・手指のアルコール消毒の実施

バス会社

・乗務前・乗務後の検温などにより体調管理を徹底

・発熱した社員は乗務停止

・マスク着用の徹底

・手洗い・うがいの徹底

・アルコール消毒の徹底

タクシー会社

新型コロナウイルス感染防止に関する交通事業者の取り組みについて（紹介）
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③利用者に関する取り組みついて

・アナウンスの（駅構内や車内において）実施

空調操作や一部の窓を開けるなど車内換気実施についての案内、マスク着用・車内での会話は控えていただくことに

ついてのお願い

・行政及び国土交通省から依頼を受けたポスターを掲出

・マスク着用のお願い

・ホームページ・車内放送・案内ポスター等での、手洗い・マスク着用・テレワーク・時差出勤のお願い

・お客さまへ車内音声案内による感染予防対策の協力を呼びかけ

・抗菌・抗ウイルス施工済みステッカーを掲示し周知

・マスク着用のお願い

・貼り紙等で車内でのお知らせ

・アルコール消毒の実施（必要な時のみ）

バス会社

タクシー会社

電鉄会社

南海電気鉄道HPより

④その他の取り組みついて
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